
＜都市住民等との交流を実施している事例＞

○酒造米作りを通じた都市住民との交流

１．集落協定の概要

市町村･協定名 兵庫県川辺郡猪名川町 槻並仁部
かわべぐんいながわちょう つくなみにんべ

協 定 面 積 田（100.0％） 畑 草地 採草放牧地
4.8ha 水稲､そば

交 付 金 額 個人配分 47.7％
101万円 共同取組活動 事務関係費等 0.7％

52.3％ 道・水路維持管理費、鳥獣害防止対策費等 51.6％（ ）
積立等 0％

協定参加者 農業者9人

２．取組に至る経緯

本地域農地の約85％がほ場整備事業にて整備され環境改善が進んだものの、獣害被害

が年々多く発生するとともに、核家族化による農業離れ、それに加え担い手の高齢化等

から急傾斜地農地法面はもちろんのこと、農道・水路等の法面の草刈りなどの管理がま

まならない状況にあった。

また、水稲栽培においては、30数年前まで山田錦の生産が盛んに行われていたが、高

度な栽培技術と労力を要することから近年では容易に栽培できる品種が大半を占める状

況にあった。

３．取組の内容

鹿や猪の獣害を防止するための防護柵の設置に取り組み、さらに、農機具への過剰投

資を避けるため、担い手農家等による農作業の受委託を推進するとともに、生鮮野菜や

、 、 「 」 「 」切花 花苗の生産に努め 生産者の直売所である 道の駅 や大型ス－パ－ ジャスコ

等への出荷拡大に努めた。

また、水稲の栽培においては、高価で有利に販売できる良質米、特に酒米である山田

錦の栽培を小西酒造株式会社と連携し播州の山田錦の品質に負けない品質確保と生産拡

大に努めた。

酒米づくりを通じた都市住民との交流



［集落の将来像］
農業従事者の高齢化等により、耕作放棄地の増加が懸念されている。今後、耕作放棄地を出さず農

業生産基盤を保全し、多面的機能を維持していくため、鳥獣害防止活動、担い手の育成、都市住民と
の交流等により、集落の「あるべき姿」を実現していく。

［将来像を実現するための活動目標］
○ 協定参加者が協力して水路、農道を維持管理し良好な環境保全に努める。
○ 高品質で需要の高い米の生産を図るとともに、道の駅で供されるそばの生産を行う。
○ 多面的機能増進活動として、農業体験のない都市住民を対象に体験農業を実施する。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理(4.8ha) 都市住民との交流 認定農業者の育成
（目標 １名確保する）

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け 体験農業の実施（0.25ha）
・水路(9.2km) 年３回 そば（20ａ）

清掃、草刈り
・道路(3.2km) 年２回 草刈 共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
鳥獣害防止柵の設置 9.8km ・管理（随時）（ ）

共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○ 小西酒造株式会社と連携し、酒米（山田錦）づくりを通じた都市住民との交流と酒
米生産の拡大

４．取組による変化と今後の課題等

今後は、当地域に即した女性・高齢者をも含める多様な担い手の育成、都市住民を対

象に体験農業を実施するなど消費者との交流を図りながら、地産地消の推進を行い農業

生産性の向上に努めていきたいと考えている。

［平成21年度までの主な効果］

○ 認定農業者の育成（目標１人、H21実績１人)

○ 都市住民との交流（18年度0.17ha、19年度0.17ha、20年度0.47ha、21年度0.34ha） 参加者 63人

○ そばの作付け（目標20ａ、18年度0.21ha、19年度0.14ha、20年度0.14ha、21年度0.44ha）

○ 鳥獣害防止柵の設置(目標約9.8km、18年度0.4km、19年度1.0km、20年度1.4km、21年度2.2km)

※ 鳥獣害防止柵のみ延べ設置累計で記載


